
◎防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律 
（平成一九年六月八日法律第八〇号）   

一、提案理由（平成一九年五月一五日・衆議院安全保障委員会） 

○久間国務大臣 ただいま議題となりました防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正す

る法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 

 防衛省の所掌事務をより適正かつ効果的に遂行し得る体制を整備するため、防衛施設

庁を廃止し、同庁の事務を防衛省本省で処理するために必要な組織の改編等を行うとと

もに、特別の機関として防衛監察本部を新設するほか、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航

空自衛隊の共同の部隊の設置を可能とし、陸上自衛隊の中央即応集団及び第十一師団並

びに海上自衛隊の地方隊を改編し、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を変更する

必要があります。 

 以上が、この法律案の提案理由であります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 

 まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。 

 第一に、部隊の改編等に伴い、自衛官の定数を二千五百七十五人削減するものであり

ます。これにより、自衛官の定数は二十四万八千六百四十七人となります。 

 第二に、施設行政をより適正かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛施設

庁を廃止し、同庁が所掌していた施設の取得、管理等に関する事務を内部部局及び装備

本部を改組して設置する装備施設本部に所掌させるものであります。 

 第三に、防衛及び警備等に関する事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団

体及び地域住民の理解及び協力の確保に関する事務を内部部局に所掌させるものであり

ます。 

 第四に、防衛省の所掌事務を適正に遂行する体制を強化するため、特別の機関として

防衛監察監を長とする防衛監察本部を新設するものであります。 

 第五に、防衛行政全般の地方における拠点を確立するため、防衛省の所掌事務の一部

を分掌する地方支分部局として地方防衛局を新設するものであります。 

 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。 

 第一に、自衛隊の統合運用体制の一層の充実を図るため、陸上自衛隊、海上自衛隊及

び航空自衛隊の共同の部隊を防衛大臣の直轄部隊として置くことを可能とするものであ

ります。 

 第二に、新たな脅威や多様な事態に実効的に対応するとともに国際平和協力活動等に

一層強力に取り組むことができるよう、陸上自衛隊の中央即応集団及び海上自衛隊の地

方隊を改編するものであります。 

 第三に、防衛計画の大綱に定める新たな防衛力の体制へ移行するため、陸上自衛隊の

第十一師団を改編し、第十一旅団とするものであります。 

 第四に、即応予備自衛官の員数を五十七人増加するものであります。これにより、即



応予備自衛官の員数は、八千四百二十五人となります。 

 そのほか、関係法律の規定の整備を行うものであります。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院安全保障委員長報告（平成一九年五月二五日） 

○木村太郎君 ただいま議題となりました防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する

法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果について御報告申し

上げます。 

 本案は、防衛省の所掌事務をより適正かつ効果的に遂行し得る体制を整備するため、

防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正するものであり、その主な内容は、次のとおり

であります。 

 第一に、自衛官の定数を二千五百七十五人削減し、二十四万八千六百四十七人に改め

ること、 

 第二に、防衛施設庁を解体し、同庁の事務を防衛省本省で処理するために必要な組織

の改編を行うこと、 

 第三に、防衛及び警備等に関する事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団

体及び地域住民の理解及び協力の確保に関する事務を内部部局に所掌させること、 

 第四に、全省的に厳格な監察を実施するため、特別の機関として防衛監察本部を新設

すること、 

 第五に、陸上自衛隊の中央即応集団及び第十一師団並びに海上自衛隊の地方隊を改編

すること、 

 第六に、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊の設置を可能とするこ

と等であります。 

 本案は、去る二月九日に本院に提出され、五月十日本会議において趣旨説明及び質疑

が行われた後、同日本委員会に付託されました。 

 委員会におきましては、五月十五日久間防衛大臣から提案理由の説明を聴取し、同月

十八日及び昨二十四日質疑を行い、質疑終了後、討論、採決の結果、本案は賛成多数を

もって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年五月二四日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺漏なきを期すべ

きである。 

一 防衛施設庁を廃止し、改編された防衛省本省に同庁の機能を統合するに当たっては、

入札談合事案等の反省と教訓、国会における議論を十分に踏まえ、業務のより一層の合

理化、効率化を図り、施設行政に対する国民の理解が得られるよう透明性の確保に努め



ること。 

二 施設行政に係る内部部局の企画立案機能の強化に当たっては、防衛政策と施設行政

の密接な連携を図るとともに、地方防衛局が行う施設行政については、地域の実情に即

したものとなるよう配慮し、必要な情報の開示に努めること。 

三 防衛監察本部においては、会計監査業務や法令遵守に関し全省的な視点から厳格な

監査業務を行うことにかんがみ、会計監査等に精通した専門家や法曹関係者等の起用を

検討すること。特に、防衛監察本部の長たる防衛監察監の外部からの登用については、

第百六十五回国会の「防衛庁設置法等の一部を改正する法律案」に対する附帯決議のな

かで「新たに外部からの人材の登用等、監査・査察等に関する制度の創設」を採択して

おり、十分に検討すること。また、同本部については、既存の各組織からの独立性を十

分に確保するとともに、同本部の業務を実効あらしめるため、既存の監査・監察部局の

機能強化を図ること。さらに、防衛監察本部が行う監察業務の適正性を確保するための

外部チェックの仕組みを検討すること。 

四 防衛省への移行に伴って、自衛隊の国際平和協力活動が本来任務化され、また、今

般同活動の先遣隊としての機能を重視した陸上自衛隊の中央即応連隊が新編されること

にもかんがみ、海外に派遣される自衛隊員が安心して任務に専念できるよう、派遣前後

のメンタルヘルスケアや留守家族への支援の充実を含め必要な施策を講じること。 

五 海上自衛隊イージス護衛艦に係る高度な秘密情報が安易に外部に持ち出されるなど

の新たな情報漏えい事案が相次いで発覚したことは、防衛省・自衛隊に対する国民の理

解と信頼を大きく損ねる由々しき事態であり、遺憾の極みである。よって、これら事実

の徹底的な究明を図り、違反者及びその監督責任者には厳正な処分を行うなど服務規律

の厳格な保持に全力で取り組むとともに、情報管理の徹底と秘密保全体制の確立を図る

こと。 

三、参議院外交防衛委員長報告（平成一九年六月一日） 

○田浦直君 ただいま議題となりました法律案につきまして、外交防衛委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、防衛省の所掌事務をより適正かつ効果的に遂行し得る体制を整備するた

め、防衛施設庁を廃止し、同庁の事務を防衛省本省で処理するために必要な組織の改編

等を行うとともに、特別の機関として防衛監察本部を新設するほか、陸海空三自衛隊の

共同の部隊の設置を可能とし、陸上自衛隊の中央即応集団等を改編し、自衛官の定数及

び即応予備自衛官の員数を変更しようとするものであります。 

 委員会におきましては、防衛施設庁の廃止と入札談合事案との関係、防衛監察本部の

新設とチェック体制の在り方、海上自衛隊地方隊の改編の背景と今後の役割、中央即応

集団の任務等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の緒方委員、社会民主党・護憲連

合の大田委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。 



 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し五項目から成る附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年五月三一日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺漏なきを期すべ

きである。 

一 防衛施設庁の廃止及びその機能の防衛省本省への統合に当たっては、入札談合事案

等の反省と教訓、国会における議論を十分に踏まえ、業務のより一層の合理化、効率化

を図り、施設行政に対する国民の理解が得られるよう透明性の確保に努めること。 

二 施設行政に係る内部部局の企画立案機能の強化に当たっては、防衛政策と施設行政

の密接な連携を図るとともに、地方防衛局が行う施設行政については、地域の実情に即

したものとなるよう配慮し、必要な情報の開示に努めること。 

三 防衛監察本部においては、会計監査業務や法令遵守に関し全省的な視点から厳格な

監査業務を行うことにかんがみ、会計監査等に精通した専門家や法曹関係者等の起用を

検討すること。特に、防衛監察本部の長たる防衛監察監の外部からの登用については、

十分に検討すること。また、同本部については、既存の各組織からの独立性を十分に確

保するとともに、同本部の業務を実効あらしめるため、既存の監査・監察部局の機能強

化を図ること。さらに、防衛監察本部が行う監察業務の適正性を確保するための外部チ

ェックの仕組みを検討すること。 

四 防衛省への移行に伴って、自衛隊の国際平和協力活動が本来任務化され、また、今

般同活動の先遣隊としての機能を重視した陸上自衛隊の中央即応連隊が新編されること

にもかんがみ、海外に派遣される自衛隊員が安心して任務に専念できるよう、派遣前後

のメンタルヘルスケアや留守家族への支援の充実を含め必要な施策を講じること。 

五 度重なるインターネットを通じた情報流出事案を受け、防衛庁は昨年四月に再発防

止に係る抜本的対策を取りまとめたところであるが、その後も海上自衛隊イージス護衛

艦に係る高度な秘密情報が安易に外部に持ち出されるなどの新たな情報漏えい事案が相

次いで発覚したことは、防衛省・自衛隊に対する国民の理解と信頼を大きく損ねる由々

しき事態であり、遺憾の極みである。よって、これら事実の徹底的な究明を図り、違反

者及びその監督責任者には厳正な処分を行うなど服務規律の厳格な保持に全力で取り組

むとともに、情報管理の徹底と秘密保全体制の確立を図ること。 

  右決議する。 


